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１．事業の目的 

1.1.事業の目的 

平成 24（2012）年から再生可能エネルギーによる電力の固定価格買取制度（FIT 制度） 

が始まった。木質バイオマス発電に関しては、燃料材の由来によって買取価格が異なるこ

とから、燃料材の調達については林野庁が同年に策定した「発電利用に供する木質バイオ

マスの証明のためのガイドライン」（以下、「証明ガイドライン」 という。）が適用されて

いる。 

証明ガイドラインでは、発電に使用する間伐材等由来及び一般木質由来の燃料材に対し

ては、その由来を明らかにする証明書を付すことを求めている。さらに証明書では、燃料

材を取り扱う事業者を業界団体等が認定団体となって認定することにより、事業者の燃料

材の分別管理等の適切な取扱いを担保する方法を採用している。 

このため、証明ガイドラインの適正な運用を確保する上で、業界団体等が燃料材の取引

状況を把握し、燃料材取扱い事業者への指導を行うことが必要である。合わせて、業界団

体等による適正な運用を支援するために、国及び第三者機関が認定団体等への証明ガイド

ラインの周知及び運用状況についての事例調査等が必要となる。 

当協会では、令和７年度において、林野庁の補助事業である「地域内エコシステム」リ

ビングラボ事業により、「証明ガイドラインの運用に関する実態調査」として 証明ガイド

ライン周知のための講習会（認定団体向け講習と認定団体による指導の支援）、認定団体

へのアンケート調査、認定団体等からの相談対応、認定団体が行う地域研修会の支援など

通じての証明ガイドラインの運用に関する実態調査を実施した。 

 

1.2.これまでの調査や支援 

＜平成 27（2015）～平成 29（2017）年度＞ 「木質バイオマス利用支援体制構築事業」 

■ 平成 27（2015）年度：木質バイオマス利用支援体制構築事業により、①認定団体

及び認定事業者の量的把握、②３県を対象とする事例調査を実施した。 

■ 平成 28（2016）年度：木質バイオマス利用支援体制構築事業（燃料の安定供給体

制の強化等）により、①認定団体に対する証明ガイドラインの運用状況に関する調

査、②10 県を対象とする現地調査を実施した。これらの調査を踏まえ、「発電利用

に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン運用マニュアル」（以下、「運

用マニュアル」という。）を作成した。さらに、作成した運用マニュアルを基に認

定団体等を対象とする講習会を２回開催した。 

■ 平成 29（2017）年度：木質バイオマス利用支援体制構築事業（燃料の安定供給体

制の強化）により、①認定団体及び認定事業者の量的把握の更新作業、②全国 11箇
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所において、研修会に参加して運用マニュアルに基づく解説を実施、③８県を対象

とする事例調査を実施した。 

なお、平成 29（2017）年７月４日には、総務省から証明ガイドラインの運用状況

を対象とする「森林の管理・活用に関する行政評価・監視」の報告書が公表され、

証明ガイドラインが適切に運営されていないとの指摘と証明ガイドラインの適切な

運用及び周知徹底を図るよう勧告された。このため、事例調査の実施に当たっては、

同勧告に対応できるよう調査内容の設計を行った。 

 

＜平成 30（2018）～令和６（2024）年度＞ 

平成 30（2018）年度からは「地域内エコシステム」サポート事業として、①各年度

における認定団体の現状確認、②確認した認定団体を対象とする活動状況に関する調

査の実施、③認定事業者の規模別把握と認定事業者のリスト化及びその更新、④伐採

段階から発電所までの木質バイオマスのサプライチェーンにおける証明の連鎖及び認

定団体の活動状況の確認等を目的とした事例調査、⑤証明ガイドラインの周知のため

の研修会に継続的に参加し講習を行った。 

さらに令和５（2023）年度からは、「地域内エコシステム」リビングラボ事業とし

て、認定団体による認定事業者への指導が適切に実施されることを目指して、認定団

体が認定事業者に研修を行うための証明ガイドラインの講習会を実施している。その

講習会では、認定団体が認定事業者に対して説明を行う際に活用可能な資料も提供し

ている。一方で、認定団体による研修会の状況を把握したり、研修会の支援のために

認定団体が開催する研修会や現地調査にも参加したりした。 

 

 

※ 本成果報告での講習会等の用語  

「講習会」、「説明会」、「研修会」などの類似する呼称について、個別の名称や別途説明

がない場合には、日本木質バイオマスエネルギー協会が認定団体に対して開催するものを

「講習会」とする。また、認定団体、都道府県などが認定事業者に対して開催するものを

「研修会」とした。 
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２．本年度の事業（概要） 

証明ガイドラインの運用に関する実態調査は従来から２本の柱で構成されている。一つ

は、証明ガイドラインに関する認定団体を対象とした講習会の開催、もう一つは、証明ガ

イドラインの適切な運用に関する実態調査である。 

令和７（2025）年度においては、証明ガイドラインの運用状況を令和７（2024）年 6 月

末時点で確認していた141の認定団体を対象として、講習会については8月5日に実施し、

実態調査については、講習会の開催に向けた事前アンケート調査（6月 25日～7月 25 日）

及び定例のアンケート調査（8 月 15 日～9 月 12 日）という形で実施した。 

 

証明ガイドラインに関する講習会については、認定団体が自ら認定事業者に対して研修

会を行うことを前提として、認定団体による研修を支援するための認定団体向けの講習会

を 8 月 5 日（火）に Web（Teams）方式で開催した。その際に認定団体が認定事業者に対

して実施する研修会の際に活用できる資料を作成し、講習会において解説し提供するとと

もに協会ホームページに公開した。 

さらに、認定団体による認定事業者への研修会等の活動等を把握し、情報提供や研修会

での質疑応答等をサポートするため、認定団体が実施する研修会（山形県、滋賀県、兵庫

県、鹿児島県）にも参加した。加えて、研修会への訪問に合わせて研修会主催の認定団体

との意見交換や現場訪問、関係書類の確認など認定団体や認定事業者への指導支援を行っ

た。 

 

また、リビングラボ事業で開設している「相談窓口」においても、多くの証明ガイドラ

インの運用に関する問い合わせがあり、これに対応をした。 

加えて、令和６（2024）年 4月にライフサイクルＧＨＧ（以下、「GHG」という。）算定

制度の導入に関する証明ガイドラインの改正が行われ、令和８（2026）年 4 月から本格的

に実施される発電施設での GHG 算定に向けた燃料供給側の情報伝達システムが明確にさ

れた。また、令和 7 年 4 月には、算定に用いる GHG 排出量の既定値についての改訂が行

われた。このため、当協会においても、燃料材の由来証明において、GHG 情報を伝達す

ることに関する解説書「木質バイオマス発電に係る GHG に関する基準の適用制度につい

て」を改訂し、印刷物を認定団体等に提供するとともにホームページにも掲載するなど制

度の周知に努めた。 
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３．アンケート調査 

証明ガイドラインに係る認定団体・認定事業者については、平成 27（2015）年度「木質

バイオマス利用支援体制構築事業」において現状把握を行い、これまで継続的にその把握

に努めている。 

平成 29（2017）年度以前は、インターネットでの検索調査により新たな認定団体を把握

した。 

平成 30（2018）年度以降は、既知の認定団体へのメールによる調査依頼を基本として、

認定団体活動に関する情報を収集した。 

令和５（2023）年度は、138 の認定団体に対してアンケート調査への回答を依頼し、積

極的に回答を求めたことにより 136 の認定団体から回答を得ることができた（回答率

98.6%）。 

令和 6（2024）年度は、アンケート調査項目を重要度の高い①認定事業体の取扱い実績

報告とその取りまとめの公表、②GHG 情報伝達に向けた認定等の対応状況などに限定し

た上で認定団体向け講習会の参加申し込みに合わせて実施した。 

以上のような調査の実施状況を踏まえて、令和 7（2025）年度は、改めて林野庁と協議

を行い、従来の調査項目と同様の内容でアンケート調査を実施した。なお、そのアンケー

ト調査に先立ち、認定団体向け講習会での解説を目的として喫緊の課題である GHG 認定

の取組状況に関する事前アンケート調査を実施した。 

令和７（2025）年度のアンケート調査の概要は、表１-1 及び表 1-2 のとおりである。ま

た、巻末資料にアンケートの調査様式を掲載した。  
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表 1- 1 事前アンケート調査  

 

 

 

表 1-２ 定例のアンケート調査 

 
 

調査対象 バイオマス証明ガイドラインの認定団体

調査方法
回答フォーム(Fomzu）への回答

（認定団体説明会8/5の出席案内と併せて照会）

調査期間 2025年6月26日～ 7月25日（金）

設問 設問3-1：GHG認定の支援活動状況

設問3-2：GHGの認定のための自主行動規範等の対応状

況

設問3-3：認定番号の記号（一般認定）

設問3-4：GHG認定の更新方法

設問3-5：現在の認定関数（GHG認定を含むすべて）

設問3-6：GHG認定に伴う公表等

設問3-7：GHG認定に伴う認定料

調査件名 2025バイオマス証明ガイドラインの運用に関する調査

調査対象 バイオマス証明ガイドラインの認定団体

調査方法 回答フォーム(Fomzu）への回答

調査期間 2025年8月15日～9月12日

設問 大問1：回答者の情報

大問2：認定した事業者の情報

大問3：認定に伴う情報の公表状況

大問4：認定事業者の支援や指導

大問5：認定の現地審査

大問6：認定料の徴収
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3. 1. アンケート調査の結果 

 

3.1.1.アンケートの概要（照会と回答の状況） 

これまでのアンケート調査を行った対象認定団体数と回答数は表 2 のとおりである。 

認定団体については、平成 27（2015）年度「木質バイオマス利用支援体制構築事業」に

より把握をはじめてから、平成 29（2017）年度までにインターネットの検索などの調査に

より把握している。なお、令和元（2018）年度以降は、既知の認定団体に対してメールに

よるアンケート調査を依頼することを基本としてきた。なお、令和 6（2024）年度は調査

内容を一部簡略化した形で実施した。 

令和７（2025）年度は、従来の調査項目に加え GHG に関する項目を追加してアンケー

ト調査を行った 
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表 2 これまでの調査と回答状況 

 

  

実施年度 調査票発送数

2015年度 133 114 85.7%

2016年度 134 124 92.5%

2017年度 138 126 91.3%

2018年度 142 115 81.0%

2019年度 142 131 92.3%

2020年度 142 117 82.4%

2021年度 142 120 84.5%

2022年度 142 128 90.1%

2023年度 138 136 98.6%

2024年度 141 114 80.9%

2025年度

（事前調査）
141 131 92.9%

2025年度

（定例調査）
141 115 81.6%

調査票回収数

　2024年度は、講習会参加申し込みと併せて簡易なアンケートとした。

このため、未回答者への積極的な回答督促等は行わなかった。
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3.2.認定団体と認定事業者（認定件数） 

 

3.2.1.認定団体数 

令和７（2025）年度に認定団体として確認されたのは、141 団体であった 

 

3.2.2.認定事業者数と件数 

アンケート調査において回答のあった 115 認定団体（うち６団体は認定実績なし）が認

定している認定事業者数は、6,206 事業者であった。なお、事前アンケート調査に回答の

あった 130 認定団体（うち 8 団体は認定実績し）の認定件数は、7,804 件であった。（認定

件数は、認定事業者数でなく 1 社が複数の認定を受けている場合がある。） 

 

3.2.3.認定団体の運営体制 

 認定団体における証明ガイドラインの運用体制を把握するため、人員配置について調査

をした。認定団体において証明ガイドラインの運営に関わる職員は､８割以上が１人ない

し２人となっており、限られた人数で業務を実施していることが理解できる（図 1）。また、

これまでの現地調査等からみても、多くの認定団体の担当者は証明ガイドライン以外の事

業との兼務であり、認定団体の役員が担当者として対応している事例も多い。 

 

（n=115 単数回答） 

図 1 認定団体の運営体制  
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3.2.4.認定審査員 

認定団体が事業者を認定する際の審査委員会における委員の属性と設置人数を調査し

た・回答のあった 107 認定団体における委員の総数は 577 人で､１団体当たりの平均審査

委員数は 5.3 人だった（表 3）。合わせて、認定団体の内部委員と外部委員の割合を図２で

示した。 

 

表 3 審査委員の人数別内訳   

 

 

 

（n=107） 

図 2 審査委員会の審査員の構成  

  

内部委員 外部委員

委員数 団体数 団体数

1 ０人 5 30

2 １人 23 8

3 ２人 20 26

4 ３人 12 9

5 ４～５人 25 8

6 6～10人 16 2

7 11人以上 6 1

総計 107 84
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3.2.5.認定団体の認定規模 

 認定団体により認定している事業者数を調査した。１団体が認定している最大事業者数

は 442 事業者であった。また、認定事業者数が 0 と回答した 6 認定団体を含めた 1 団体当

たりの平均認定事業者数は 45.5 事業者であった。（図 3） 

 

（n=115） 

図 3 団体による認定事業者数規模 
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3.2.6.業態別の認定事業者 

認定団体により認定した事業者の業態をみると、最も多いのは「素材生産」業の 3,327

事業者で、次いで「燃料加工」業の 709 事業者、「製材」業の 695 事業者となっている。

（図 4、図 5）。 

 

 

図 4 業種別の認定事業者数 

 

 

（数値は事業者数 n=136 うち 6 事業者は認定事業者なし） 

図 5 業種別の認定事業者数と割合 
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3.３. 認定団体による GHG 認定への対応 

適切な GHG 対応を進めるためには、認定事業者へのバイオマス証明における GHG 情

報伝達の制度と取組み方法等の情報提供をはじめとする支援は重要である。このため、認

定団体講習会において、認定団体における GHG 基準適用などに向けた対応状況などを参

考情報として提供する目的で事前アンケート調査を実施した。 

 

3.３.1. GHG 関連情報伝達のための制度普及と支援 

認定団体による認定事業者への GHG 認定に向けた支援状況を調査した（図 6）。これに

よれば、133 認定団体のうち 69%が「認定事業者に GHG 認定に関する情報提供を行った」

としている。しかしながら「講習会」を実施した認定団体は 30%に止まっており、片方向

での情報伝達となっている場合が多い。 

 

n=133 

図 6 GHG 対応の事業者支援 
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3.３.2. GHG 認定に向けた自主行動規範・認定実施要領 

GHG 認定のためには、認定団体でのGHG 情報伝達に対応した自主行動規範と認定実施

要領の整備（改定や新設）が必要である。このため、令和７（2025）年度当初において認

定団体での自主行動規範と認定実施要領の準備状況を調査した（図 7、図 8）。 

  

n=130 

図 7 自主行動規範・認定実施要領の新設又は改訂 

 

未対応の認定団体には今後の対応予定も照会した（図 6-1）。 
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3.３.3.GHG 認定への更新方法 

事業者認定の GHG 認定事業者への移行方法については、各認定団体によってその方法

が異なることから、認定団体での移行方法を調査した。（図 9） 

 

  

図 9 GHG認定への更新方法 

 

 

3.３.4.GHG の事業者認定 

令和７（2025）年度当初での GHG 対応の事業者認定状況を調査した（表４）。 

 

表 4 事業者認定の状況 

  

伐採（発生）

段階の認定 

：件 

加工・流通段階

の認定     

：件 

 

回答の認定団体数 

全ての認定 5,310 2,494 130 

GHG 認定 629 431 40 

※ GHG 認定は、令和 7（2025）年 7 月末までの回答である。 
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3.３.5. GHG 対応認定の認定料 

従来から、認定団体における認定料に関しては、多くの認定団体にとって関心が高く、

加えて、新たな GHG 対応の認定が始まったことから、認定料について調査した（図 10～

図 13）。認定事業者が認定団体の会員である場合と非会員である場合とで、非会員の認定

料が高かった。 

今回の調査の結果、従来の認定料と GHG 認定料では、GHG 認定料が高いことが分か

った。なお、会員サービスの観点や規程を設けていないことなどにより、認定料を徴収し

ていない認定団体も少なくない。さらに、認定料は事務量に対して十分とはいえず、会員

サービスとして実施せざるを得ないなど様々な理由によって、応分の認定料を設定できな

いとう声もある。 

  

n＝130 

図 10 会員の（GHG対応でない）認定料 
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ｎ＝108  

図 12 会員の GHG対応の認定料 
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図 13 以外の GHG対応の認定料 
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３.４.事業者認定に伴う情報の公表 

3.４.1.自主行動規範の公表 

「自主行動規範」の公表状況を調査した。その結果、ほぼ全ての認定団体が「自主行動

規範」を公表していた。（図 14）公表先の大半は「認定団体ホームページ」であった。な

お、認定団体以外のホームページに公表している場合も 20%あった。こうした場合は、公

表先のホームページが第三者から容易に確認が出来ないこともあることから、認定団体以

外のホームページへの公表については、認定団体ホームページなどで公表先を周知するな

どの対応が必要であることについて認定団体講習会などを通じて指導した。 

  

（数値は団体数 n=115） 

図 14 自主行動規範の公表 
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3.４.2.認定実施要領の公表 

「認定実施要領」の公表状況について調査した。前述の「自主行動規範」の公表状況と

同様に、ほぼ全ての認定団体が公表している。また、公表先の大半は「認定団体のホーム

ページ」であった（図 15）。自主行動規範の公表と同じく、認定団体以外のホームページ

による公表については、認定団体ホームページなどで公表先の周知を行うよう認定団体説

明会において指導した。 

 

 

  

 

（数値は団体数 n=111 ） 

図 15 認定実施要領の公表 
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3.４.3.認定事業者の公表 

「認定事業者」の公表状況について調査した。これについても、「自主行動規範」「認定

要領」の公表状況と同様に、ほぼ全ての認定団体が「認定事業者」を公表している。また、

公表先の大半は「認定団体のホームページ」であった（図 16）。一部公表していない認定

団体があったが認定事業者が存在していないことによる。なお、認定事業者が存在しない

場合であっても、その旨を公表すべきであることや認定団体以外のホームページによる公

表については、認定団体ホームページなどで公表先の周知を行うことについて認定団体講

習会において指導した。 

 

 

 

  

（数値は認定団体数 n=114） 

図 16 認定事業者の公表 
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3.４.4.公表のための取扱実績報告 

認定事業者からの取扱実績報告の提出状況について調査した。これは、認定団体におけ

る取扱実績取りまとめの公表に関係するものである。その結果、認定事業者から取扱実績

の報告が十分されていない事例が引き続き見受けられた。なお、取り扱いがない場合も実

績「0」として報告を受ける必要があることや報告をしていない事業者の認定継続には疑

問があることについて認定団体講習会において指導した。（図 17、図 18） 

 
（数値は認定団体数 n=110） 

図 17 取扱実績報告 

 

 

（数値は認定団体数） 
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3.４.5.取扱実績報告の取りまとめの公表 

 認定事業者から提出された取扱実績報告の取りまとめ内容の公表状況を調査した。これ

までの調査では、公表している認定団体は半数に止まっていた。このため、令和 5（2023）

年 6 月 20 日付けで林野庁木材利用課長から認定団体あてに「『発電利用に供する木質バイ

オマスの証明のためのガイドライン』の適切な運用について」が発出され、取扱実績報告

の適切な処理に対する指導が行われた。当協会も同通知の発出に合わせ認定団体に対する

働きかけを強化した。 

この結果、2 年後には公表した認定団体が 8 割近くの水準まで上昇した。しかし、公表

している認定団体の中であっても全ての認定事業者からの取扱実績報告を受領できている

のは約 6 割にとどまっている。 

なお、取扱実績報告の取りまとめの公表についても、事業者認定がなく取り扱いがない

場合であっても「0」として公表すること、認定団体以外のホームページによって公表す

る場合は、認定団体ホームページにおいて公表先を周知することについて、認定団体講習

会において指導した。（図 19、図 20）。 

       

（数値は団体数 n=103） 

図 19 木質バイオマス取扱実績とりまとめの公表 
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（n=68 複数回答） 

図 20 年度別の木質バイオマス取扱実績取りまとめの公表 

 

3.５.認定事業者の支援や審査 

3.５.1.認定事業者へのフォローアップ状況 

 認定団体による認定事業者に対するフォローアップ状況について調査した。これによれ

ば、回答のあった認定団体の 91％にあたる 105 認定団体において認定事業者に対するフォ

ローアップ活動が実施されていた（図 21、図 22）。なお、フォローアップ活動を実施して

いないと回答した 10 認定団体のうち 2 認定団体は、事業者認定の実績がないと回答して

いる。 

 

（数値は認定団体数 n=115） 

図 21 認定事業者に対するフォローアップ実施 
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（数値は団体数） 

図 22 年度別フォローアップ活動の実施状況 

 

さらに、フォローアップ内容について調査した。この結果、認定団体による認定事業者

への研修会を開催しているものが、105 認定団体の 4 割に相当する 42 認定団体であった。

（図 23）。 

また、フォローアップ未実施認定団体に対して、今後のフォローアップの予定を聞いた

ところ、予定がないと回答したものは 1 認定事業体だけだった。なお、無回答は、認定実

績が無い 2 認定団体を含む 6 認定団体だった。（図 24）。 

 

（n=105） 

図 23 フォローアップ実施内容 

2018年 (n=115)

2019年 (n=130)

2020年 (n=124)

2021年 (n=131)

2022年 (n=126)

2023年 (n=131)

2024年 (n=114)

2025年 (n=115)

63％ (72）

81％ (105）

74％ (92）

77％ (101）

86％ (108）

78％ (102）

90％ (103）

91％ (105）

29％ (33）

12％ (16）

19％ (24）

19％ (25）

13％ (16）

21％ (27）

10％ (11）

9％ (10）

9％ (10）

-

-

-

-

2％ (2）

0％ (0）

0％ (0）

フォローアップ活動を行った

フォローアップ活動を行っていない

回答なし

認定事業者に

関係情報の提

供を行った

認定事業者に

対する研修を

実施した

認定事業者か

らの照会や相

談の対応をした

事業現場を訪

問して分別管

理や書類管理

等の指導をした

 その他の指導 無回答

87

42

62

26

0
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0
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40

50

60

70

80

90
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（n=10） 

図 24 未実施認定団体でのフォローアップの実施予定  

指導・支援の

実施を予定し

ている

指導・支援の

実施を検討し
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指導・支援は
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員体制、支援
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無回答

2
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6
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3.５.2.立入検査の実施状況 

認定団体が認定事業者に対して行う立入検査の実施状況を調査した。立入検査を実施し

た認定団体は全体の 1 割に満たなかった。（図 25、図 26）。 

 

（数値は認定団体数 n=103） 

図 25 立入検査の実施  

 

 

 

（数値は認定団体数） 

図 26 年度別立ち入り検査の実施状況  

  

実施した,

9 , 8%

実施しなかった,

94 , 82%

無回答, 

12 , 10%

2018年 (n=115)

2019年 (n=130)

2020年 (n=117)

2021年 (n=123)

2022年 (n=126)

2023年 (n=115)

2025年 (n=103)

22％ (25）

19％ (25）

21％ (24）

16％ (20）

17％ (22）

8％ (9）

9％ (9）

70％ (81）

70％ (91）

70％ (82）

76％ (94）

79％ (100）

92％ (106）

91％ (94）

実施した 実施しなかった
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3.５.3.認定取消の状況 

令和６（2024）年度における認定事業者の取り消し実績のある認定団体は 18 団体であ

り、全体の 16％だった（図 27､図 28）。 

取消を行った理由は、「認定事業者から取消申請」が行われたものが 13 認定団体におい

て 31 件、「認定料等の未払い」であったものが 1 認定団体で 1 件、「解散、廃業、事業撤退

の確認」によるものが 9 認定団体で 22 件であった（図 29､図 30）。 

 
（数値は認定団体数 n=115） 

図 27 認定の取消実施状況  

 

  

（数値は認定団体数） 

図 28 認定取消の状況の変化  

認定事業者の

取り消しを

行った,

18 , 16%

認定事業者の

取り消しを

行っていない, 

93 , 81%

回答なし, 4 , 3%

2018年 (n=115)

2019年 (n=130)

2020年 (n=117)

2021年 (n=122)

2022年 (n=126)

2023年 (n=131)

2025年 (n=115)

19％ (22）

28％ (37）

24％ (28）

27％ (33）

25％ (31）

14％ (18）

16％ (18）

76％ (87）

65％ (84）

69％ (81）

70％ (85）

73％ (92）

74％ (97）

81％ (93）

5％ (6）

7％ (9）

7％ (8）

3％ (4）

2％ (3）

-

3％ (4）

1

認定事業者の取り消しを行った

認定事業者の取り消しを行っていない

回答なし
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図 29 認定取消の理由と件数  

 

 

 

図 30 認定取消の理由と取消を行った認定団体数  
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3.５.4.「新規認定」における現地審査  

回答のあった 115 認定団体において、令和６（2024）年度において新規の事業者認定を

行ったものは 50 認定団体だった。そのうち 16 認定団体において現地審査を実施したとの

回答があった。（図 31）。 

 

数値は認定団体数 n＝50     

図 31 新規認定における現地審査 

 

3.５.5.「認定更新」における現地審査 

回答のあった 115 認定団体において、令和６（2024）年度に更新の事業者認定を行った

ものは 81 認定団体だった。そのうち 66 認定団体において現地審査を実施したとの回答が

あった（図 32）。 

 

数値は認定団体数 n=81 

図 32 認定の更新における現地審査  

現地審査を

実施した, 

16 , 32%

現地審査査を

実施しなかっ

た, 34 , 68%

更新認定を

行った,

66 , 81%

現地審査査を実施

しなかった,

15 , 19%
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3.６.認定費用の徴収 

認定団体が事業者を認定する際の事業者が負担する認定料について調査した。結果、

115 団体のうち、84 認定団体（73％）が費用負担を求めている（図 33）。これまでの調査

から、認定料の負担を求めている認定団体の割合の推移は大きく変化していない。（図

34）。また、費用負担として認定料とは別に、現地審査に要する人件費を徴収するものが

10 認定団体、交通費を徴収するものが 12 認定団、その他の費用（事務実費等）を徴収す

るものが 4 認定団体であった。 

認定費用を徴取していない認定団体に徴収しない理由を聞いたところ、「認定料を求め

る規定がない」が 21 認定団体、「会費等を納めている会員に対するサービスである」から

が 13 認定団体、「認定費用を求めたいがも求められない」が 1 認定団体などとなってい

る。 

 

（数値は認定団体数 n=131） 

図 33 認定費用負担の状況 

 

 

（数値は認定団体数） 

図 34 年度別認定費用の請求状況 

事業者に

費用負担を

求めている

84 、73%

事業者に

費用負担を

求めていない

31 , 27%

2018年 (n=115)

2019年 (n=130)

2020年 (n=117)

2021年 (n=119)

2022年 (n=126)

2023年 (n=131)

2025年 (n=115)

71％ (82）

67％ (87）

69％ (81）

67％ (80）

71％ (89）

70％ (92）

73％ (84）

26％ (30）

28％ (37）

27％ (32）

30％ (36）

28％ (35）

30％ (39）

27％ (31）

事業者に費用負担を求めている

事業者に費用負担を求めていない
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４．証明ガイドラインの適正な運用に向けた講習会の実施 

4.1.証明ガイドラインの適正な運用とその理解の推進 

証明ガイドラインの適正な運用とそれに向けた理解の推進を目的として、平成 28（2016）

年度から認定団体を対象とした講習会、対象とした研修会を実施してきた。 

しかし、６千を超える極めて多数の認定事業者と 140 余りの認定団体に対して、当協会

が直接に証明ガイドラインの制度の周知とその適正な運用を支援することは物理的に限界

がある。また、本来、認定事業者に対する指導は認定団体が行うべきものである。 

このため、当協会では、林野庁と協議の上、認定団体による認定事業者への研修会等を

間接的に支援することにより、認定事業者による証明ガイドラインの適正な運用を担保す

ることとした。こうした考え方の下で、当協会では令和５（2023）年度から全国の認定団

体を対象とした講習会を開催している。 

なお、認定団体の中には、限られた人員や人事異動等による担当者の経験不足等の理由

から、独自に研修会を開催することが難しいケースがある。こうしたケースを考慮し、認

定団体が開催する研修会に出席して研修会を支援をすることも引き続き実施している。こ

うした際を通じて、研修会の開催状況や証明ガイドラインの運用状況等の把握に努めた。 

 

4.2.認定団体向け講習会の開催 

令和７（2025）年度に開催した認定団体向け講習会の内容は以下のとおりである。な

お、講習会の次第及び当協会が作成した説明資料は当協会ホームページに掲載している。

このうち当協会が作成した資料２及び資料３は、本報告にも参考資料として掲載した。 

 

日時   令和７（2025）年 8 月 5 日（火）13 時 30 分から 16 時まで 

開催形式 WEB(Teams) 

参加者  参加申込者 ：110 認定団体（156 名） 

講習内容    

１ FIT/FIP 制度と木質バイオマス証明ガイドラインの概要、認定団体の責任と役割 

林野庁林政部木材利用課 木質バイオマス推進班担当  本山 淳一 課長補佐 

（資料 1） 木質バイオマス証明ガイドラインの適切な運用等について 

２ 認定団体での運用と認定事業者への説明方法（適切な証明書と分別管理） 

一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会 

専門調査員  高橋 晋一  

（資料２）「木質バイオマス証明ガイドライン」の運用について（認定団体向け） 

（資料３）「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」の
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運用について（適切な分別管理と証明書の発行）（認定事業者向け） 

 3  認定団体での取り組み事例 

鳥取県森林組合連合会  古都 誠司 事業部長  

（資料４） 「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」

の運用に関する認定団体向け講習会 

 

4.3.認定団体による研修会開催への支援 

認定団体からの要請等により、以下の認定団体が開催した研修会に出席し、研修会での

説明支援を行った。また、合わせて、研修会の開催状況や証明ガイドラインの具体的な運

用状況等の把握、更には主催した認定団体との意見交換を行った。（表５） 

出席した研修会では、全国的な GHG 認定の対応状況、証明ガイドライン運用でのよく

ある誤解、証明書の工夫事例などを説明したほか、質問への応答、個別相談への対応も行

った。 

 

表 5 出席した研修会 

開催年月日 主 催 者 

2025 年 8 月 28 日 
山形県木材産業協同組合、山形県森林ノ整備事業協同組合 

（東北農林専門職大学 研修施設「緑風館」 

2025 年 10 月 10 日 滋賀県木材協会（彦根勤労福祉会館 研修室） 

2025 年 10 月  29 日 
兵庫県木材協同組合連合会、姫路木材協同組合ほか 

（アクリエひめじ ２階小ホール）、 

2025 年 11 月 18 日 
一般社団法人熊本県木材協会連合会、熊本県森林組合連合

会 （ホテル熊本テルサ「たい樹」） 

2025 年 12 月 10 日 
一般社団法人鹿児島県木材協会連合会、鹿児島県素材生産

協同組合連合会、鹿児島県森林組合連合会、一般社団法人

全国木材連合会（鹿児島サンロイヤルホテル「太陽の間」） 

2026 年 2 月 27 日 岩手県（岩手教育会館「多目的ホール」） 
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4.４現地指導 

認定団体からの要請により出席した研修会に合わせ、地域の関係事業者を訪問して証明

ガイドラインの運用状況を確認し、指導した。主な訪問先は、次のとおり。（表６） 

 

表 6 訪問した事業者等 

 期日 素材生産事

業者 

流通・加工

事業者 

発電施設 認定団体 その他 

山形県 ８/27~29 金山町森林

組合 

協 和 木 材

新庄工場 

NKC 長 井

グリーンパ

ワー発電所 

山形県木

材産業協

同組合、

山形県森

林ノ整備

事業協同

組合 

最上町 

北海道 9/28~10/1 ひだか南森

林組合 

王 子 木 材

緑化 

王子グリー

ンエナジ―

江別発電所 

北海道木

材産業協

同組合 

当別町、

様似町、

浦河町 

滋賀県 10/10~11  山 室 木 材

工 業 、 黒

山 ウ ッ ド

チ ッ プ プ

ラント 

伊吹グリー

ンエナジー 

滋賀県木

材協会 

 

兵 庫 県

岡山県 

10/28~30  株 式 会 社

山田林業 

朝来バイオ

マス発電所

（大東建託

バイオエナ

ジー株式会

社） 

兵庫県木

材協同組

合 連 合

会、兵庫

県森林組

合 連 合

会、姫路

木材協同

組合 

岡山県西

粟倉村 

熊本県 11/18~19  株式会社

南栄木材 

熊本錦グリ

ーンパワー

（錦 2MM

木質バイオ

一般社団

法人熊本

県木材協

会連合会 
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マス発電

所） 

鹿 児 島

県 

12/10~11 － 霧島木質

発電株式

会社 

霧島木質発

電株式会社 

一般社団

法人鹿児

島県木材

協会連合

会、鹿児

島県素材

生産協同

組合連合

会、鹿児

島県森林

組合連合

会 
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５．その他 

５.1. 相談窓口の対応 

関連する「地域内エコシステム」リビングラボ事業の情報プラットフォーム構築支援事

業において設置した「相談窓口」において、証明ガイドラインの運用に関する 100 件近い

問い合わせに対応をした。この相談対応により、認定団体のほかに認定事業者や発電施設

における証明ガイドラインの理解度と取組みの状況を把握することができた。 

 

 

５.2.GHG 情報伝達のための解説書の更新 

令和６（2024）年度末に発行した証明ガイドラインによる GHG 情報伝達に関する解説

書である「木質バイオマス発電に係る GHG に関する基準の適用制度について」を令和７

（2025）年 4 月の既定値の改訂に合わせて再発行した。また、この解説書は協会ホームペ

ージにも掲載して制度の周知に努めている。 
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６．令和７（2025）年度の実態調査から 

 令和７（2025）年度においては、認定団体に対して GHG 対応の事前アンケート調査及

び従来と同様のアンケート調査の実施、認定団体を対象とした講習会の開催、認定団体に

よる認定事業者向けの研修会の教材作成や研修会での説明に関して支援を行った。さらに、

研修会への出席に合わせ、証明ガイドラインが運用されている現地に訪問し、関係者との

意見交換など現地指導を行った。これらの実施過程を通じて確認されたのは主に次のとお

りである。 

 

・木材の取扱いについては、証明ガイドラインのほか、改正クリーンウッド法、合法木材

ガイドラインなどの制度があり、認定団体や事業者などの関係者は、それぞれ関連するの

で個別でなくまとめての説明を望んでいる。このため、証明ガイドラインの認定団体説明

会や認定団体による認定事業者研修会においては、他の制度も合わせて説明するよう努め

た。また、認定団体説明会では、鳥取県森林組合連合会が開発を進めている各制度を統合

した管理システムの取組について紹介する機会を設けた。 

 

・証明ガイドラインの適正な運用に向けた対応状況は、認定団体によって相当の格差があ

る。厳密かつ積極的に対応している認定団体と十分な対応が困難な認定団体の二極化状態

にある。認定団体においては、担当者が少なく他の業務を兼務している場合が多い。会員

サービスの一環であるとしても事務処理を行う職員の人件費をはじめ認定と運用にかかる

費用が十分に確保できていないという声が多い。このため、令和７（2025）年度は 2 回の

アンケート調査によって、認定に関する費用負担に関する調査を行い、その結果を公表す

ることした。調査結果を認定団体講習会において開示したところ、費用負担の問題は各認

定団体における共通の課題として関心が寄せられた。 

 

・認定団体によるＧＨＧ事業者認定の対応や理解にも差が生じている。GHG 算定が義務

化される発電所が少ないとの情報が広がり、認定団体の準備が進んでいない例が散見され

る。この結果、令和７（2025）年度末になって、慌てて対応方法を問い合わせしてくる認

定団体があった。 

GHG 対応については、認定団体における対応準備や取扱実績報告の取りまとめ結果の

認定事業者への報告（速報）等の機会を通じて認定団体から認定事業者への情報周知につ

いて認定団体講習会において指導することができた。これは、今年度の事前アンケートで

GHG 対応に関して取り上げたことによる。 

 

 

・燃料調達が厳しくなる中で県境を越えての燃料材の輸送、割高での買い付けなども発生
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している。こうしたことは、燃料材の安定供給協定の履行や燃料調達計画の順守などがま

まならない状況になるような需給構造に問題があるとの指摘もある。そのようなことにつ

いて、都道府県や市町村の担当者から証明ガイドライン運用に関する問い合わせも増えて

いる。その要因としては、都道府県や市町村の担当者は証明ガイドラインに携わる機会が

少なく、制度の理解が十分でないケースが多いためと考えられる。このため、都道府県や

市町村担当者が証明ガイドラインを理解する機会を設ける工夫が必要と考えられる。 

 

・発電所への燃料材の納入について、納入ごとではなく一括で証明すればよいと理解して

いる事業者が散見される。証明ガイドラインでは、「納入ごと」としていること、証明書

が納入後にまとめて提供されることとなると提供前に証明のない燃料を使うことになるこ

となどから、納入ごとに証明書を発行し提供する必要があることを認定団体講習会や認定

団体主催の研修会において説明した。 

 

・剪定枝等の森林法の伐採届が不要な燃料材に関する扱い方法を誤解している場合がある。 

①事業者認定を受けない伐採者、所有者、施設管理者等であっても証明は必要であること、

②その際に GHG 情報伝達が必要な場合は例外なく GHG 認定を受ける必要があること、

加えて、③他の燃料区分との材料を一緒に扱う場合などは、扱う全ての燃料材に対して認

定を受けたバイオマス証明が必要であること、さらに④当該燃料材を集荷する事業者は、

流通段階となるため事業者認定が必要であることなどについて、認定団体講習会、認定団

体主催の研修会、相談窓口において周知した。 

 

・アンケート調査によると取扱実績報告取りまとめの公表割合が向上している。しかし、

公表されているものの認定団体への報告している認定事業者の割合は必ずしも高くない。

報告しない事業者の認定継続には疑問があることを認定団体に伝えながら、報告の必要性

について認定団体講習会において指導した。 

加えて、①認定団体が取りまとめ結果を自らのホームページではなく上部団体等のホー

ムページで公表している場合がある。こうした場合は、公表先を自らのホームページ等で

周知する必要があること、②公表内容が証明ガイドラインによるものであるのか、合法性

木材のガイドラインによるものであるのかを明確にすること、③報告が「0」であっても

「0」としての実績報告が必要であること、の 3点について。認定団体講習会や認定団体主

催の研修会において指導した。 

 

・購入した燃料材の運搬について、販売者でなく購入者が行う場合の証明方法についての

対応方法について、いくつかの問合せがあった。山土場渡しであっても伐採者の証明が必

要なこと、その場合の GHG の原料輸送区分の情報は、伐採事業者の証明に記載できない

ことから購入者の責任で記録しなければならないことについて指導した。  
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資 料 

１ アンケート 

（１）事前アンケート 
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（２）2025 定例アンケート 
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２ 講習会の講習資料 

令和７（2025）年度の認定団体講習会において当協会が提供した資料等は次のとおり。 

（1）認定団体講習会の案内 
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（2）認定団体講習会の次第 
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（3）認定団体講習会 資料 2 

認定団体講習会の資料 1 及び資料４は、当協会ホームページにて公開 
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（4）認定団体講習会 資料３ 
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